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第３号様式（第15条、第17条、第18条関係）

事業者排出量削減計画書

主たる業種

鰊

輸送車両 ３．８８ ３．８７ ３．８５ ８．３３パーセント

にフワド出ロ

基準年度

（22）年度
第１年度
（23）年度

第２年度
（24）年度

第３年度
（25）年度

14.0…'71.0…'85.0餌71.0パーセント 85.0パーセント

鋒 第１年度

（23）年度

第２年度

（24）年度

第３年度

（25）年度
深林の保全股

行ｐ可ｎ台のうに兎オロ

0.0トン 0.0トン 0.0トン

該当する□には，レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は，レ印の記入は不要です。
｢細分類番号」とは,統計法第2条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類の細分類番号をいいます。
「基準年度」とは，計画期間の前年度又は計画期間の前の三年度の事業活動に伴う排出の堂又は原単位の数値の平均をいいます。
「増減率」とは，基準年度と比較した計画期間の平均の増加又は減少の割合をいいます。
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（宛先） 京都府知事Ｆ 平成24年2提 ３ 日
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氏名Ｐ(法人にあっては,"_名称及び代表者の氏名）
京都第二交通株式会社鱗;iilillllllllllW:milLl1F＃IrJimill墓ﾐｲ
取締役社長jLIll1梅本ﾌﾞ{iii伸l1ii薩Ｔｉｉ■(Ｔハいい１１■
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主たる業種
迫路旅客運送粟三Ｊ;」

Ⅱ■ 

江室I二
1s.._.___._－ 

|h;.……… 
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事業者の区分

鎖E}2条第１項第１号

京都府地球温暖化対策条例施行規則約2条第１項第２号又は第３号

粕2条第１項第４号

計画期間 ;丁平成２３年４月から平成２６年３月まjで

基本方針
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第＝交通産業グ'P三プ環境方針を基本方針とする小
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計画を推進するた
めの体制

温室効果ガスの排
出の実績及び削減
の目標

温室効果ガスの排出の量

事業活動に伴
＞ 

フ 排出の量

評価の対象となる排出の量

目標の根拠

基準年度
(20～22）,年度

第１年度

霊(23)１１１年度
第２年度

(24)二年度
第３年度
(25〕F年度

増減率

21078.8Ｊトン 2iI;261ＳＯＹトン 2i24986 トン 2,23803 トン 8.2パーセント

2,273.0ユトン 2i26150Jrトン 2124ａＩ６ｊｉｉトン 2j23863三トン -1.0パーセント
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原単位当たりの温
室効果ガス排出量
等

事業の用に供す
る建築物の用途 原単位の指標

Ｉ!'輸送草ｉ 蓬 事業活動に伴う排出の量
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原単位の指標及び目標の根拠

基準年度

21(22)1二年度
第１年度
(23)ｆｒ年度

第２年度

(24)認年度
第３年度

1＃(25);111年度
増減率

365711？ Iい、'３８８８ ;三３８７； ８６８５ 8．３３パーセント

パーセント
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重点的に実施する取組の実施計画

基準年度

(22)'1年度i；

1460 
吋王パー

．～：:セント

第１年度
'1(23)Ⅱn年度

7130 
パー

セント
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(24)i11年度

8530； 
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備考

具体的な取組及び
措置の内容
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空調〈…照明の適正管理、

イブの実施〕Ｗげに三１基i：
車両購入時のアミイ ドリンクストップ車の導入、及びドラ

空關
イブ

、 閑明くの適正管理

の実施曰Ｗ＃！
、i68li。

、ﾄﾞ

ｰﾛ６二

L車両H騨入時のｉＺ都 ドリ99fグ系ブドツ|プ車の導入、_及びドラ
出川:

空鯛《|,'1開明の適正管理､!r車両購入時のl琵邪;ドリｉｉング：ス1,ドツ1威車の:導入ﾐﾆ及びlドラ
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通勤における自己
の自動車等を使用
することを控えさ
せるために実施し
ようとする措置

措置の内容

上記の措置を採用する理由

特になし

iｈ 
５ｉＩＩ:j“… 

公共輪.送機関の運行時間外に出退勤１時間を定めているため
ｉＭ１ 

刊11.．!;i…
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森林の保全及び整
備，再生可能エネ
ルギーの利用その
他の地球温暖化対
策により削減する
量

区分

森林の保全及び整備によるもの

府内産の木材の利用によるもの

再生可能エネルギーを利用した電力又
は熱の供給によるもの

グリーン電力証書等の購入によるもの

温室効果ガス排出量の削減効果分又は温

室効果ガスの吸収効果分の購入によるも
の

合計
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第３年度
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備考

地球温暖化対策に
資する社会貢献活
動

地球温暖化対策等の案内掲示物を輸送車両の後部ウインiドウ等に掲示を行い啓発式る。:． ウ

特記事項
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